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Soutien à la parentalité 「親をすることの支援」はフランスの子ども家庭福祉分野で中心的な概念枠組み
である。
連帯保健省は「家族、親をすること支援デスク」をおき、「親をすることの支援」国家戦略をたてている。

根拠：社会福祉家族法 CASF Art. L.112-3 
家族の持つ資源と子どもの置かれた環境についてまず働きかけをおこなう。
親が直面している困難を理解すること、そして状況に適した安心して利用できる支援を紹介すること、
紹介だけでなく実行し親が教育的責任を全うできるよう支える。

しかし、どのような実践が行われているか十分知られていない。家庭にいる親や子どもに専門職がどのよう
な価値や概念をもとに、どのように関わっているのか実証研究する。
リサーチクエスチョン：どのような価値や概念が専門職の間で共有され、家族とのやりとりの中に介在する
のか→家族との相互作用も含めたソーシャルワーク実践(行動、言葉)から顕現する価値・概念を描き出す

ソーシャルワーカーたちがよく使う言葉例：
複数の親で子どもを育てる
親との協働
親の持つ能力を引き出す
エンパワメント 子どものwell-being
親の代わりはしない 子どもの開花
一緒に歩く 自らを築く

日本においても厚生労働省は虐待防止のためヘルパーが家事・育児を支援する
事業を新設し、市区町村に個別支援計画の作成を義務づけるとしている。

専⾨職
⽀援ニーズ
(⼼配する点、改善が必要と考
える点 )

親、⼦ども
⽀援ニーズ
(困っていること、専⾨職にしてほし
いこと )

観察実習生として観察エスノグラフィー調査、職員へのインタビュー調査
パリ市と連帯保健省の担当者へのインタビュー調査
2016年より様々な「親をすることの支援」をおこなう機関にて調査を続けてきた。
2020年はサン・ドニ市、2021年はパリ市の「在宅教育支援」事務所にて1ヶ月「観察実
習」をおこない、45家族について会議や家庭訪問に立ち会う。都度、家族の許可を得てい
る。半年後にそれぞれの家族の変化について書類と担当ワーカーとの面談で変化を確認。
「観察実習契約」を結び調査。科学的研究のための観察調査を目的とした実習。
「親をすることの支援に関する知識の伝達を目的とする」
「調査結果発表の際は匿名性が保たれるよう配慮する」
パリ市では45家族について
- 担当者へのインタビュー調査
- 会議や家庭訪問の参与観察
- 判決文や担当者等による報告書の資料調査

結果、考察：
• エピソードを通して「親をすることの支援」の価値や理念、ケアと教育の考え方、専門職と親との相
互作用がよりよく見えてきた。

• 親自身のことをエンパワメントし支援し、親の持つ力を引き出し、他のサービスも併用しながら、親
と協働しより良い教育・ケアができることを目指す。

• 親にとっての悩みや問題を専門職が一緒に解決していくことで「親が望む子育ての実現を支える」と
いう方法がとられる。「複数で子どもを育てる」という概念のもと、家族が孤立しない仕組み作りを
していることが明らかになった。

• フランスのワーカーは「一緒に歩く」という言葉を使うが、「ケースワーク」より「サポート」「支
援」に近い実践と言える。

• 「体罰はダメ」といった禁止ではなく、「ポジティブアシスト」が実践されている。
「悪い対応」の指摘ではなく「良い対応」実践へのサポート。

「親をすることは簡単なことではないから」
ボビニー市ポスター

第二次予防の在宅教育支援を質的調査。
内容と価値や概念を表す会話や資料の記述を抽出している

図は安發作成、写真と絵は在宅教育支援事務所、家事育児支援ホームページより

研究背景と目的

研究方法

研究結果 1

研究結果 2

今後の課題

45家族分の担当職員インタビュー、会議や面談の記録、資料といったデータを分析中。たくさんの言動や記
録文書の中から価値や概念をどのように抽出していくことができるか試行錯誤しながら取り組んでいる。

研究によって見えた子ども家庭福祉の構造(図：安發)


